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［事案 2023-67］新契約取消請求  

・令和 6年 1月 22 日  和解成立 

※本事案の申立人は、［事案 2023-78］の申立人と同一人である。 

また、［事案 2023-68］の申立人の子である。 

＜事案の概要＞ 

 募集人の虚偽説明等を理由に、契約の取消しを求めて申立てのあったもの。 

＜申立人の主張＞ 

令和 3 年 4 月に乗合代理店を通じて契約した通貨選択型変額終身保険について、以下の理

由により、契約を取り消して、既払込保険料を返還してほしい。 

(1)募集人から、2 年程度で 500 万円が 550 万円になると強く勧められたため契約したが、実

際にはそのような内容ではなく、虚偽の説明であった。 

(2)パンフレットを用いての商品説明や解約控除、市場価格調整額等のリスクの説明が一切な

かった。この商品は、実質ハイリスク・ローリターンな投資商品である。 

(3)自分には扶養すべき家族はおらず、募集人の一言で死亡保険金受取人を妹に決めてしまっ

た。募集人は保険を軽く考えており、不信感がある。 

＜保険会社の主張＞ 

以下等の理由により、申立人の請求に応じることはできない。 

(1)募集人は、2 年程度で 500 万円が 550 万円になるという説明はしていない。 

(2)説明にはパンフレットや設計書を使用し、契約概要、特別勘定、保障内容、解約返戻金（市

場価格調整率・解約控除）、諸費用等について説明した。 

(3)市場価格調整や解約返戻金について、意向確認書兼適合性確認書において申立人は理解し

たとのチェックをし、署名しており、募集人からも各項目を説明して理解のうえチェック

してもらったと報告を受けている。また、ご契約のしおり・約款、パンフレットにも解約

返戻金や市場価格調整についての説明が書かれている。 

(4)本申立前の事実確認時に、申立人は商品のリスク等について説明を受けたことを認めてい

た。 

＜裁定の概要＞ 

1.裁定手続 

裁定審査会は、当事者から提出された書面にもとづく審理の他、契約締結時の状況を確認す

るため、申立人および募集人に対して事情聴取を行った。 

2.裁定結果 

 上記手続の結果、募集人の虚偽説明等は認められないが、以下の理由により、本件は和解に

より解決を図るのが相当であると判断し、和解案を当事者双方に提示し、その受諾を勧告した

ところ、同意が得られたので、手続を終了した。 

(1)募集人は、資産運用の方法として本契約を案内しているが、資産運用が目的であれば、具

体的にどのような時期にどのような条件下でどのくらいの利益が見込めるのかについては、

契約者が強い関心を持つ部分であり、十分な情報提供が必要であるにもかかわらず、募集

人の事情聴取によれば、その点について詳細な説明を行ったことはうかがえなかった。 

(2)本件では、手書きの説明資料が存在し、申立人は専らこの資料で説明されたと陳述してお
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り、募集人もこれらの資料を作成したことは認めている。この資料は、本件同日に募集人

が募集した他社の契約の説明のために用いられたものであるが（他社の契約については具

体的な運用数値等の説明がなされているが、本契約についての具体的数値の説明はない）、

保険会社の作成したものではなく、正確性、妥当性に疑問があるのみならず、リスク等に

ついての説明もなく、募集のために用いることの妥当性については大いに疑問があるもの

であり、このような募集人の適切性を欠いた疑いのある説明が、申立人の誤った認識を生

む原因の一つになったと考えられる。 

 

 


